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【新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金交付事業】 

 

 

医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業 

 

 

募集要領 
 

 
 〔受付期間〕 

   令和２年７月２７日（月）から令和３年２月２８日（日）まで 
    

 〔申請先・申請方法〕 

 ➣精算交付申請（申請日時点で完了している事業）の場合 

申請方法：郵送による申請書類の提出 

申請先 ：和歌山県福祉保健部健康局医務課 

 

 ➣概算交付申請（申請日時点で完了していない事業）の場合 

申請方法：①診療報酬請求システム等によるオンライン申請 

②郵送による申請書類の提出 

申請先 ：９ページをご確認ください。 
        ※この場合、上記①②の両方を行ってください。 

    

 〔お問い合わせ先〕 

   ➣補助金の申請方法についてのお問い合わせ 

県庁 医療機関等支援補助金受付窓口（平日 9:30～12:00、13:00～17:00） 

 施設ごとの相談窓口は以下のとおり 

TEL 073-441-2955【病院、診療所（医科・歯科）】 

TEL 073-441-2956【薬局、訪問看護ステーション、助産所】 

 

   ➣制度に関する全般的な事項についてお問い合わせ 

   厚生労働省 新型コロナウイルス緊急包括支援交付金コールセンター 

    TEL  0120-786-577 （平日 9:30～18:00） 

    ※８月３日から電話番号が変更されました。 

        

 

 

令和２年７月 

和歌山県 
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 Ⅰ 目 的  
 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大と収束が反復する中で、医療機関・薬局等におい

ては、それぞれの機能・規模に応じた地域における役割分担の下、必要な医療提供を継続

することが求められます。 

医療機関・薬局等において、院内等での感染拡大を防ぎながら、地域で求められる医療

を提供することができるよう、感染拡大防止等の支援を行うことを目的としています。 

 

 

 Ⅱ 補助事業の内容  
 

１．補助の対象者 
□病院 

 要件…保険医療機関であること。 

※「和歌山県新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保

事業補助金」との併用はできない。 

 

 □診療所（医科・歯科） 
 要件…保険医療機関であること。 

※「和歌山県新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保

事業補助金」との併用はできない。 

 

 □薬局 
 要件…保険薬局であること。 

 

 □訪問看護ステーション 
 要件…指定訪問看護ステーションであること。 

 

 □助産所 

 

 

２．補助対象事業 
 

新型コロナウイルス感染症の疑い患者とその他の患者が混在しない動線確保など院内等

での感染拡大を防ぐための取組が補助の対象となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《補足事項：感染を防ぐための取組（例示）》 

① 共通して触れる部分の定期的・頻回な清拭・消毒などの環境整備 

② 予約診療の拡大、整理券の配布等を行い、患者に適切な受診の仕方を周知 

③ 発熱等の症状を有する新型コロナ疑いの患者とその他の患者が混在しないよう、動

線の確保やレイアウト変更、診療順の工夫など 

④ 電話等情報通信機器を用いた診療体制等の確保 

⑤ 感染防止のための個人防護具等の確保 

⑥ 医療従事者の感染拡大防止対策（研修、健康管理等） 

※上記はあくまでも例示であり、これ以外の取組も補助の対象となります。 
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３．補助対象経費 
 
新型コロナウイルス感染症に対応した感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する費用

（従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費は除く） 

※他の補助金の対象経費として、補助金申請を行っているものは対象外となります。 

➣対象経費の具体例については１６ページを参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．補助事業期間 
    

 

令和２年４月１日（水）～令和３年３月 31 日（水） 

 

 

※上記の期間内であれば、既に実施した事業も対象になります。 

※物品を購入する場合、上記の期間内に納品、支払いを行ったものが補助の対象となりま

す。 

 

 

５．補助金の額 
    

 補助対象経費を合計した金額の１０/１０ 

※千円未満は切り捨てとなります。 

 ただし、以下のとおり上限額があります。 

 

【上限額】 

病院（医科、歯科） 200 万円+5 万円×病床数 

有床診療所（医科、歯科） 200 万円 

無床診療所（医科、歯科） 100 万円 

薬局、訪問看護ステーション、助産所 70 万円 

 

≪重要≫補助対象経費の「消費税及び地方消費税」の扱いについて 

この補助金では、補助対象経費として「消費税及び地方消費税」分を計上するかどうか選択するこ

とができます。 

 

①補助対象経費から「消費税及び地方消費税」を除いた額で申請を行う場合（税抜き額） 

 特に追加の手続きは必要ありません。 

 

②補助対象経費に「消費税及び地方消費税」を含む額で申請を行う場合（税込み額） 

この場合は「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告」の手続きが必要になります。 

➣手続きの詳細については１４ページを参照 
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 Ⅲ 交付申請手続  
 

１．受付期間  
 

令和３年２月２８日（日）まで（消印有効） 

 

 

２．申請手続  
 

 交付申請時に事業が完了しているかどうかで申請手続が異なります。 

 それぞれの申請手続きについて、以下のページで説明しています。 

 

 

ⅰ.精算交付申請：申請時に事業が完了している場合 

 

申請時に支出済みの費用について、領収書等を添付して、補助金の申請を行う方法です。 

  この場合、実績報告の手続きは不要となります。 

 

  ➣申請方法等は６ページ以降で説明 

 

 

 

ⅱ.概算交付申請：申請時に事業が完了していない場合 

 

対象期間中に見込まれる費用について概算で申請する方法です。 

この場合、事業が完了する前に補助金が概算額で交付されます。 

ただし、事業終了後に領収書等を添付した実績報告が必要となり、実績報告において対

象とならない経費が含まれていた場合など、概算で交付した補助金額が交付すべき確定額

を上回るときは、その上回る額を返還していただくこととなります。 

 

  ➣申請方法等は９ページ以降で説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《補足事項：事業の完了》 
事業が完了しているかどうかは、交付申請書類に記載した経費について、全て支払いが終わっ

ているかどうかで判断します。 
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ⅰ.精算交付申請：申請時に事業が完了している場合 

 

ⅰ-1. 申請方法 

 

 交付申請書類を以下の住所に提出 

 

【送付先】 

和歌山県福祉保健部健康局医務課 医事調整班 

〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目 1番地 

 

 【提出方法】 

郵送（簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください） 

 

《精算交付申請の概要》 

 
 

ⅰ-2. 提出書類 

 

 □交付申請書 

□事業結果報告書（別記第１号様式） 

□通帳の写し（事業結果報告書に記載した口座情報が分かるもの） 

□支出科目チェック表 

□経費の精算根拠が確認できる書類（領収書等） 

□写真（事業の実施を確認できるもの） 

□誓約書 

□役員名簿※法人の場合のみ 

 ※様式は県ＨＰの「８、交付申請様式」に掲載 

⇒https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/050100/d00204791.html 

 

 ➣記載にあたっては次ページを確認してください。 

事
業
者

県

補助金申請 交付決定 実績報告

交付申請書

手続完了
事業完了

補助金支払受付 交付決定通知

補助金交付

書面審査

事業実績報告書

書面審査

受付

申請書類を県に提出

額の確定

額の確定通知

手続終了※

申請時点で事業が完了しているため、

実績報告を省略

交付決定と同時に支払い処理を開始

申請者へ補助金を交付
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《精算交付申請チェック表》【ⅰ.申請時に事業が完了している場合】 

 

①

（記載内容）

申請者欄に記入及び押印、補助金申請額を記入、申請内容確認欄に☑を入れてください。

（確認事項）

□ 申請者の押印に漏れはないか。
□ 補助金申請額は記載されているか。
□ 申請内容確認欄の①に☑は入っているか。
□ 法人の場合、住所地は法人の住所地になっているか。
□ 個人事業主の場合、住所地は申請者の住所地になっているか。

②

（記載内容）

記載要領に従い記入してください。
※記載要領は県ＨＰ参照

（確認事項）

□ 対象経費額は「支出科目チェック表」と一致しているか。

③通帳の写し □事業結果報告書に記載した口座情報がすべて確認できるか。

④

（記載内容）

該当する経費に☑及び金額を記入し、精算根拠資料を添付してください。
表にないものはその他欄に記載し、別紙を添付してください。
※精算根拠資料…事業の実施及び支払いが確認できる資料
⇒各経費の領収書、振込明細書等（日付、申請者名、使途、金額がすべて明記されたもの）
（確認事項）

□ 「事業結果報告書」に記載した対象経費額と一致しているか。
□ 精算根拠資料で補助対象経費額を確認することができるか。
□ 精算根拠資料にはそれぞれチェック表の番号を振っているか。
□ 支出科目チェック表の右上の（税込み・税抜き）のいずれかに○をしているか。

⑤ 写真 □ 支出科目チェック表に記載した経費について、数量を記載し、写真を添付しているか。
(事業の実施が確認できるもの） ⇒ 原則、購入したすべてのものが確認できる写真が必要となる。

□
⇒

⑥

（記載内容）

該当するものに☑を入れ、申請者の記名押印又は署名を行ってください。
※すべての項目に☑がある方が申請可能です。

（確認事項）

□ 申請者の記名押印又は署名が漏れていないか。

⑦

（記載内容）

法人の名称、役員の役職、氏名、住所、生年月日を記入してください。

（確認事項）

□ 氏名欄の「ふりがな」に記載漏れはないか。
□ 住所は個人の住所を記入しているか。

申請書類 確認事項

消耗品等で写真を添付できないものは、以下のような理由を記載しているか。
「※○○の写真については全て使い切った結果、写真添付不可」

交付申請書

事業結果報告書

精算根拠資料

支出科目チェック表

誓約書

役員名簿
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ⅰ-3. 交付決定 
 
県は提出された申請書類を審査し、交付決定通知を行います。 

 

※提出書類の内容について、電話等で問い合わせる場合があります。 

※書類の内容を確認するために、現地調査を行う場合があります。 

※申請が殺到する等の理由により、交付申請から交付決定まで時間を要する場合がありま

す。 

 

 

ⅰ-4. 補助金交付 

 

交付決定の通知後、県は申請者に対して補助金の交付を行います。 
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ⅱ.概算交付申請：申請時に事業が完了していない場合 

 

ⅱ-1. 申請方法 

 

 交付申請書類を以下の①②の方法により提出 

 ※必ず両方の申請を行ってください。 

 

①オンライン申請により和歌山県国民健康保険団体連合会に提出 

 

  原則、以下のいずれかの方法で申請を行ってください。 

 

ⅰ）オンライン請求システムによる申請 

ⅱ）Ｗｅｂ申請受付システムによる申請 

※上記が不可能な場合郵送で国保連に申請を行う。 

 

➣具体的な申請方法は「申請マニュアル（国保連）」を参照 

 ※マニュアルは県ＨＰの「８、交付申請様式」に掲載 

⇒https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/050100/d00204791.html 

    

 

 ②申請書類を和歌山県医務課に提出 

 
➣提出書類は１０ページを参照 

 

【送付先】 

和歌山県福祉保健部健康局医務課 医事調整班 

〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目 1番地 

 【提出方法】 

郵送（簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《補足事項：国保連合会への委託》 
今回の補助金は、大量の申請を円滑に処理するため、概算交付申請の手続きの一部を国保連合

会に委託しております。 
概算交付申請の場合、オンライン申請、郵送での申請の両方が必要になりますので、提出先、

提出方法にご注意ください。 
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《概算交付申請の概要》 

 
※実績報告額が交付決定額を下回る場合は補助金の返還が必要ですので、額の確定後に超

過額を返還する必要があります。 

※口座が債権譲渡されている場合は県からの直接支払いになります。 

 

 

ⅱ-2. 提出書類 

 

①オンライン申請により和歌山県国民健康保険団体連合会に提出するもの 

  

 □「事業実施計画書」から作成した提出用ファイル 

  作成方法は記載要領をご参照ください。 

※記載要領は県ＨＰの「８、交付申請様式」に掲載 

⇒https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/050100/d00204791.html 

 

 ②和歌山県医務課に郵送で提出するもの 

 

□交付申請書 

□事業実施計画書（別記第２号様式） 

□通帳の写し（債権譲渡されている場合のみ） 

□支出科目チェック表 

□誓約書 

□役員名簿※法人の場合のみ 

※様式は県ＨＰの「８、交付申請様式」に掲載 

⇒https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/050100/d00204791.html 

 

➣記載にあたっては次ページを確認してください。 

 

事
業
者

国
保
連
合
会

県

補助金申請 交付決定 実績報告 額の確定

交付申請書 事業実績報告書

事業計画・事業実施

額の確定通知補助金支払

以下の①、②で申請
①診療報酬請求シス

テムでオンラ イン申請

②申請書を郵送で県

に提出

交付決定と同時に支払い処理を開始

申請者へ補助金を概算払いで交付

※この場合、国保連合会からの支払い

オンライン受付

交付決定通知

補助金交付

支出事務

事業完了

県医務課に直接提出

実績報告額が交付決定額を下回る場合は、額の確

定後に補助金を返還する必要がある。

書面審査 書面審査

受付

手続終了※

受付

オンラ イン申請
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《概算交付申請チェック表》【ⅱ.申請時に事業が完了していない場合】 

 
 

 
 

①

（記載内容）

申請者欄に記入及び押印、補助金申請額を記入、申請内容確認欄に☑を入れてください。
※概算交付申請では、支払い完了予定日を記入してください。
（確認事項）

□ 申請者の押印に漏れはないか。
□ 補助金申請額は記載されているか。
□ 申請内容確認欄の②に☑は入っているか。
□ 法人の場合、住所地は法人の住所地になっているか。
□ 個人事業主の場合、住所地は申請者の住所地になっているか。

②

（記載内容）

記載要領に従い記入してください。
※記載要領は県ＨＰ参照

（確認事項）

□ 支出金額は「支出科目チェック表」と一致しているか。
□ 記載漏れはないか。（記載漏れがあれば、保存できません。）

③通帳の写し □事業実施計画書に記載した口座情報がすべて確認できるか。

④

（記載内容）

該当する経費に☑及び金額を記入してください。
表にないものはその他欄に記載し、別紙を添付してください。

（確認事項）

□ 「事業実施計画書」に記載した対象経費額と一致しているか。
□ 支出科目チェック表の右上の（税込み・税抜き）のいずれかに○をしているか。

⑤

（記載内容）

該当するものに☑を入れ、申請者の記名押印又は署名を行ってください。
※すべての項目に☑がある方が申請可能です。

（確認事項）

□ 申請者の記名押印又は署名が漏れていないか。

⑥

（記載内容）

法人の名称、役員の役職、氏名、住所、生年月日を記入してください。

（確認事項）

□ 氏名欄の「ふりがな」に記載漏れはないか。
□ 住所は個人の住所を記入しているか。

申請書類 確認事項

（口座が債権譲渡されている場合）

交付申請書

事業実施計画書

支出科目チェック表

誓約書

役員名簿
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ⅱ-3. 交付決定 
 

県は提出された申請書類を審査し、交付決定通知を行います。 

 

※提出書類の内容について、電話等で問い合わせる場合があります。 

※書類の内容を確認するために、事務所や事業所の現地調査を行う場合があります。 

※申請が殺到する等の理由により、交付申請から交付決定まで時間を要する場合がありま

す。 

 

 

ⅱ-4. 補助金交付 

 

交付決定の通知後、県は申請者に対して補助金の交付を行います。 

 

 

 

 

 

 

 事業完了後、実績報告を行ってください。 

 事業実績報告書及び添付書類を以下に提出してください。 

 ※交付申請と提出先が異なりますのでご注意ください。 

 

 

ⅱ-5. 実績報告 

 

事業終了後、実績報告書及び添付書類を提出 

 

 【送付先】 

和歌山県福祉保健部健康局医務課 医事調整班 

〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目 1 番地 

 【提出方法】 

郵送（簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください） 

 

※実績報告書等は、事業完了後 25 日以内又は事業実施年度の翌年度の 4 月 10 日のいずれ

か早い日に提出してください。 

※それ以降の提出となった場合は、補助金の返還対象となる可能性があります。 

 

 

 

 

 

 

≪注意≫ 

概算交付申請（交付申請時に事業が完了していない場合）では、補助金

を概算額で支払うものとなり、事業終了後の実績報告が必要になります。 

実績報告額が交付決定額を下回る場合は補助金の返還が必要ですので、

事業の実施に当たってはご留意ください。 
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ⅱ-6. 実績報告書類 

 

 □実績報告書 

□事業結果報告書（別記第２号様式） 

□支出科目チェックリスト 

□経費の精算根拠が確認できる書類（領収書等） 

□写真（事業の実施を確認できるもの） 

※様式は県ＨＰの「９、実績報告様式」に掲載 

⇒https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/050100/d00204791.html 

 

➣記載にあたっては下表を確認してください。 

 

○実績報告書チェック表 

 
 

ⅱ-7. 額の確定 
 
提出された実績報告書類を審査の上、額の確定通知を行います。 

交付決定額を下回る場合、額の確定後に超過で交付した補助金の返還を求めますので、

ご留意ください。 

①

（記載内容）

報告者欄に記入及び押印し、交付決定日、番号を記入してください。

（確認事項）

□ 報告者の押印に漏れはないか。
□ 法人の場合、住所地は法人の住所地になっているか。
□ 個人事業主の場合、住所地は申請者の住所地になっているか。

②

（記載内容）

記載要領に従い記入してください。
※記載要領は県ＨＰ参照（様式の近くに掲載）

（確認事項）

□ 対象経費額は「支出科目チェック表」と一致しているか。

③

（記載内容）

該当する経費に☑及び金額を記入し、精算根拠資料を添付してください。
表にないものはその他欄に記載し、別紙を添付してください。
※精算根拠資料…事業の実施及び支払いが確認できる資料
⇒各経費の領収書、振込明細書等（日付、申請者名、使途、金額がすべて明記されたもの）
（確認事項）

□ 「事業結果報告書」に記載した対象経費額と一致しているか。
□ 添付資料で補助対象経費額を確認することができるか。
□ 精算根拠資料にはそれぞれチェック表の番号を振っているか。
□ 支出科目チェック表の右上の（税込み・税抜き）のいずれかに○をしているか。

④ 写真 □ 支出科目チェック表に記載した経費について、数量を記載し、写真を添付しているか。
(事業の実施が確認できるもの） ⇒ 原則、購入したすべてのものが確認できる写真が必要となる。

□
⇒

申請書類 確認事項

消耗品等で写真を添付できないものは、以下のような理由を記載しているか。
「※○○の写真については全て使い切った結果、写真添付不可」

実績報告書

事業結果報告書

精算根拠資料

支出科目チェック表
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 Ⅳ 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告  
 

補助対象経費に「消費税及び地方消費税」を含むものとして申請を行う場合は、以下の手

続きが必要になります。 

  

①消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書の提出 

 

  各事業者は、令和２年度の決算を行い次第、「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税

額報告書」を和歌山県医務課に提出しなければなりません。 

  この報告書は、仕入控除税額が０円の場合でも必ず報告してください。 

  

※報告書の提出は原則決算後１か月以内に報告するものとし、遅延する場合は「遅延理

由書」を提出してください。 

 

※様式は県ＨＰの「10、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告様式」に掲載 

⇒https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/050100/d00204791.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ※消費税及び地方消費税に係る仕入控除については国税庁のＨＰでご確認ください。 
 ※具体的な計算については、様式をご確認ください。 

 

 

 ②消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の返還 

   

  県は①で報告した消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の返還請求を行いますの

で、納付を失念しないようご留意ください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

（報告内容） 

消費税及び地方消費税の申告により確定した、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額（補助

金返還相当額）を添付書類とともに報告する。 
（添付書類） 
１ 別紙概要（金額の計算書類） 
２ 確定申告書の写し 
３ 課税売上割合等が把握できる資料 
４ 特定収入の割合を確認できる資料 
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 Ⅴ 留意事項  
 

 ＊各書類への押印について、法人にあっては、社印ではなく、代表取締役印

等の代表者印を押印してください。 

 

 ＊各提出書類の提出部数は、１部となります。 

  なお、電話等により内容を確認させていただく場合がありますので、必ず

控えをとっておいてください。 
 

 ＊やむを得ず事業を取りやめる場合は、速やかに事業廃止（中止）申請書を

提出してください。 

 

＊国の会計検査があった際、関係書類を交えて事業内容を説明できない場合、

補助金を返還する必要がありますので、本事業の収支に関する帳簿、領収

書等の関係書類は、整理の上、令和８年３月 31日まで保管してください。 

  

＊本事業により取得した施設、設備等について、知事の承認を受けないで補

助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に

供してはなりません。ただし、事業実施者が補助金の全部に相当する金額

を県に納付した場合又は耐用年数を経過した場合は、この限りではありま

せん。 

 

＊補助金の支払後、提出書類の記載事項に虚偽が判明した場合は、和歌山県

補助金等交付規則に基づき、補助金を返還していただきます。 
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 参考１：費目ごとの対象経費の例示  
 

 
 

 

 参考２：連絡先一覧  
 

 

費目名 和歌山県支出事務手引説明 例示 具体例

賃金・報酬
任用期限を定めた臨時的な雇
用に対する給付（任用期間は６
か月以内で更新は１回限り）

感染防止対策を実施する者
を新規に雇用した際の賃金
等

施設内臨時消毒業者

謝金 -
講演会、講習会等の講師謝
礼金　等

医療従事者院内感染防止研修等の講
師謝礼金

会議費 - -
感染拡大防止の勉強会のための会場
費

旅費
職務のために旅行(出張）する
職員費用

-
感染拡大防止研修のための医師派遣
にかかる旅費

需用費
消費的有形物の取得、修繕等
に要する経費

消耗品費、燃料費、食糧費、
印刷製本費、光熱水費、修繕
料、医薬材料費

除菌ハンドソープ　ペーパータオル
消毒剤　消毒剤ディスペンサー　マスク
フェイスシールド　アイガード　手袋
ガウン　非接触体温計
間仕切り改築（小規模）

役務費
特定の人的サービスの提供に
支払われるもの

通信運搬費、広告料、手数料
等

白衣クリーニング　エアコンクリーニング
職員の感染に係る保険料

委託料
委託（請負契約）により他に依
頼し、その対価として支払う経
費

＊役務費との違いは、契約内
容に需要費的経費を含めた
包括的な対価かどうか。

施設内臨時消毒作業（消毒剤等経費を
含む）

使用料及び賃
借料

物又は権利の使用の対価（不
動産、動産又は施設、物品）

機械器具等の賃借料
（リース料）

医療機器リース料　防護具備蓄倉庫賃
借、寝具リース料

備品購入費
比較的長期に使用、保存でき
る物品購入経費

施設内器具（机、椅子等）、
機械器具　等

施設内備品（待合室　机　椅子　アクリ
ルパーテーション　エアーカーテン　空
気清浄機　パソコン等）

組織 窓口 問い合わせ先 対応時間

【病院、診療所】
073-441-2955

【薬局、訪問看護ステーション、助産所】

073-441-2956

厚生労働省
【制度に関する全般的な事項について対応】
新型コロナウイルス緊急包括支援金
コールセンター

0120-786-577
※８月３日から変更

平日　9:30～18:00

国保連合会
【国保連への書類等の提出について対応】

交付事業事務局
073-427-4666 -

和歌山県
【補助金の申請方法について対応】
医療機関等支援補助金受付窓口

平日　9:30～12:00、13:00～17:00


